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山梨市立日下部小学校いじめ防止基本方針 

 

平成 26年 2月策定 

平成 31年 1月改訂 

令和  2年 6月改訂 

令和 8年 2月改訂 

 

Ⅰ いじめの防止等の対策に関する基本的な考え方                    

  

 は じ め に 

  いじめは、決して許される行為ではない。いじめはどの子どもにも起こりうる、どの子

どもも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、児童の尊厳が守られ、児童を

いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応に、学校・家庭・地域が一丸

となって取り組まなければならない。 

 いじめは、いじめをうけた児童の心身の健全な成長に重大な害を与え、その生命又は心

身に危険を生じさせる恐れがある。すべての児童がいじめを行わず、いじめを放置せず、

いじめが心身に及ぼす影響を理解する必要がある。いじめの防止等の対策は、児童が安心

して学習その他の活動に取組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめがおこなわ

れなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 

 いじめ問題は、学校長のリーダーシップのもと、学校全体で組織的に進めていく必要が

ある。とりわけ、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止の活動は、教育活

動と密接にかかわっており、すべての教職員が日々実践することが求められる。未然防止

の基本となるのは、児童が、周りの友達や教職員と信頼できる関係の中、安心・安全に学

校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるよう

な授業づくりや集団づくり、学校づくりを行っていくことである。 

 いじめ防止対策推進法（平成 25年 9月 28 日施行）13条の規定及び国のいじめ防止等の

ための基本的な方針に基づき、本校におけるいじめ防止等のための対策に関する基本的な

方針を策定した。今回の改定は、文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドラ

イン」の改訂（令和６年８月改訂）、山梨県「山梨県いじめの防止等のための基本的な

方針」の改訂（令和６年１１月改訂）を受け、本校でもいじめ問題への対策等をより効

果的に、実効性のあるものにするために改訂を行った。 

 

１ いじめの定義    

 「いじめ」とは、児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と

一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インター

ネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童が心身の

苦痛を感じているものをいう。 

 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、い

じめられた児童の立場に立つことが必要である。 
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 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級の児童や、塾やスポー

ツクラブ等当該児童が関わっている仲間や集団（グループ）など、当該児童と何らかの人

的関係を指す。 

 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌な

ことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いであっても、

見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童の

感じる被害性に着目し、いじめに該当する否かを判断する。 

例えば、具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。  

• 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる  

• 仲間はずれ、集団による無視をされる  

• 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする  

• ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする  

• 金品をたかられる  

• 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする  

• 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする  

• パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 

 これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警

察に相談することが重要なものや、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるよう

な、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配

慮や被害者の意向への配慮の上で、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を

取ることが必要である。 

 

２ いじめに関する基本的認識     

いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせ

やいじわる等の｢暴力を伴わないいじめ｣は、多くの児童生徒が入れ替わりながら被害も加

害も経験する。  

また、｢暴力を伴わないいじめ｣であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的

に行われたりすることで、｢暴力を伴ういじめ｣とともに、生命又は身体に重大な危険を生

じさせうる。  

加えて、いじめは、加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団

の構造上の問題（例えば無秩序性や閉塞性）、「観衆」としてはやし立てたり面白がった

りする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全

体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。 

いじめには様々な特質があるが、以下の①〜⑨は、教職員がもつべきいじめ問題につい

ての基本的な認識である。 

① いじめはどの児童にも、どの学校にも起こり得るものである。 

② いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。 

③ いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。 

④ いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。 

⑤ いじめはその行為の態様により暴力、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。 
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⑥ いじめは教職員の児童観や指導の在り方が問われる問題である。 

⑦ いじめは解消後も注視が必要である。 

⑧ いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりをもっている。 

⑨ いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、 一 

体となって取り組むべき問題である。 

 

 いじめへの対応にあたっては、「いじめ」にはどのような特質があるかを十分に認識し、

日々「未然防止」と「早期発見」に取り組むとともに、いじめが認知された場合の「早期

対応」に的確に取り組むことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「いじめ防止対策推進法（平成 25 年 9 月 28 日）」  

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1406848.htm  

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1406848.htm
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Ⅱ 未 然 防 止                                    
 

 いじめにおいて、「いじめが起こらない学級・学校づくり」等、未然防止に取り組むこ

とが最も重要である。そのためには、「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」と

いう認識をすべての教職員がもち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる、「いじ

めを生まない土壌づくり」に取り組む必要がある。 

 児童一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。

また、教師一人一人が分かりやすい授業を心がけ、児童に基礎・基本の定着を図るととも

に学習に対する達成感・成就感を育て、自己有用感を味わい自尊感情を育むことができる

ように努める。道徳の時間には命の大切さについての指導を行う。また、「いじめは絶対

に許されないことである」という認識を児童がもつように、教育活動全体を通して指導す

る。そして、見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることも「傍観者」として、いじめ

に加わっていることを教える。 

発達障害を含む障害のある児童、海外から帰国した児童や外国人の児童、国際結婚の保

護者をもつなどの外国につながる児童、性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童、甚

大な災害や事故により避難している児童生徒を含め、学校として特に配慮が必要な児童に

ついては、日常的に、当該児童の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との

連携、周囲の児童に対する必要な指導を組織的に行う。 

 加えて、集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスにとら

われることなく、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。  

 さらに、教職員の言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりする

ことのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。 
 

１ いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める     

（１）あいさつ運動  

お互いに気持のいいあいさつをすることにより、温かい人間関係を育む。児童会を中

心に取り組む。 

（２）道徳教育の充実 

道徳授業の中で、児童一人一人がいじめ問題を自分のこととして捉え、考え、議論す

る機会をつくる。さらに、いじめに正面から向き合うことができるよう実践的な取り組

みを行う。 

（３）人権教育の充実  

いじめは、「相手の人権を踏みにじる行為であり、決して許されるものではない」 こ

とを児童に理解させることが大切である。また、児童らが人の痛みを思いやることがで

きるよう、人権教育の基盤である生命尊重の精神や人権感覚を育むとともに、人権意識

の高揚を図る必要がある。 

 

２ 「居場所づくり」と「絆づくり」に努める     

（１）「居場所づくり」 

   居場所づくりとは、文字通り、学級や学年、学校を児童の居場所になるようにして
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いくことである。様々な危険から子どもを守るという安全はもとより、そこにいるこ

とに不安を感じたり，落ち着かない感じを持ったりしないという安心感も重要である。  

そのためには、授業改善、授業の見直しから始めていくことが必要になる。また、子

どもが、現在起きている危機的状況、又は今後起こり得る危機的状況に対応するため

に、適切な援助希求行動（身近にいる信頼できる大人にＳＯＳを出す）ができるよう

にすること」、「身近にいる大人がそれを受け止め、支援ができるようにすること」

等に関する指導を行う等、「居心地よくしてあげる」ということではなく、「子ども

が困らないようにする」ための場所づくりと考える。 

 （２）「絆づくり」 

   絆づくりとは、教師がきちんと「居場所づくり」を進めているという前提のもとで、

子ども自らが主体的に取り組む活動の中で、互いのことを認め合ったり、心のつなが

りを感じたりできることである。子ども同士が一緒に活動することを通して自ら感じ

とっていくものが「絆」であり「自己有用感」であるから、「絆づくり」を行うのは

あくまでも子どもたちである。教師は、子ども同士がより良い関わり合いをもつこと

ができる「場づくり」や機会を設ける等の支援を行うことが重要となる。また、こう

いった取り組みは、学級だけでなく学年全体で組織的・計画的な働きかけが必要であ

る。一言で言うなら、すべての児童が活躍できる場面を準備することである。また、

月に２日設定している「きずなの日」を有効利用することが必要である。 

 （３）学級活動での取組 

   ４月の学級開きを中心にして、いじめのない学級づくりについて、話し合いを行う。

「居場所づくり」や「絆づくり」をキーワードに学級づくりを進め、すべての児童に

集団の一員としての自覚や自信を育て互いを認め合える人間関係・学校風土をつくり

出していく。 

 （４）「授業づくり」と「集団づくり」 

   いじめはどの子供にも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童生徒を対象に、

いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。また、未然防止の基本は、児童が

心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的

に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。  

学校は児童生徒に対して、傍観者とならず、いじめの防止等の対策のための組織へ

の報告を始めとするいじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させるよう努

める。  

いじめに向かわない態度･能力の育成に向けた指導に当たっては、児童生徒がいじめ

の問題を自分のこととして捉え、考え、議論することにより、正面から向き合うこと

ができるよう実践的な取組を行う。その際、人権を守ることの重要性やいじめの法律

上の扱いを学ぶようにする。 

 

 

３ 児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する     

 ねたみや嫉妬などいじめにつながりやすい感情を減らすために、全ての児童が、認めら

れている、満たされているという思いを抱くことができるよう、学校の教育活動全体を通
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じ、子どもたちが活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会を全ての

児童に提供し、児童の自己有用感が高められるよう努める。その際、教職員はもとより家

庭や地域の人々などにも協力を求めていくことで、幅広い大人から認められているという

思いが得られるよう工夫することも有効である。また、自己肯定感を高められるよう、困

難な状況を乗り越えるような体験の機会などを積極的に設けることも考えられる。 

 なお、社会性や自己有用感・自己肯定感などは、発達段階に応じて身に付いていくもの

であることを踏まえ、異学校種や同学校種間で適切に連携して取り組むことが考えられる。

幅広く長く多様な眼差しで児童生徒を見守ることができるだけでなく、児童生徒自らも長

い見通しの中で自己の成長発達を感じ取り、自らを高めることができる。 

（１）一人一人が活躍できる学習活動  

「健康な心や体つくりなどの基本的な生活習慣の定着は学習を支える生活基盤となるも

のである。」という立場に立ち，以下の教育活動を推進する。  

・たてわり班活動での異学年交流の充実  

・児童の自発的な活動を支える委員会活動の充実  

・児童が主体的に取り組める学習活動や自学ノートの工夫  

（２）人との関わり方を身に付けるためのトレーニング活動  

朝の活動でソーシャルスキルトレーニングを行い，自分と他人では思いや考えが違うこ

とに気付かせ，そんな中に認められる自分が存在することを感じることで，自尊感情を育

み明るく楽しい学校生活を送ることができる。  

（３）安心して自分を表現できる年間カリキュラムの作成  

年間カリキュラムにおける活用する力の項目や内容を明確にし，見通しをもって学習

に取り組める発問や指導方法を工夫する。  

（４）人とつながる喜びを味わう体験活動  

友達と分かり合える楽しさやうれしさを実感できる確かな力の育成と，相互交流の工

夫を行うことでコミュニケーション力を育成する。また，学校行事や児童会活動，総合

的な学習の時間や生活科における道徳性育成に資する体験活動の推進を行う。 

 

４ インターネット上のいじめの対策（情報モラル教育の充実）    

 インターネット上のいじめは、匿名性が高く、一つの行為がいじめの被害者にとどまら

ず学校、家庭及び地域社会に多大な被害を与える可能性や深刻な影響を及ぼすものである

ことを考慮して、対策を検討する。  

 児童に対して、インターネット上のいじめが刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の損

害賠償請求の対象となり得る等、重大な人権侵害に当たることを理解させるための情報モ

ラル教育の充実を図る等の必要な教育活動を促す。  

 インターネット上の不適切なサイトや書き込み等の実態把握と、それを踏まえた対応・

対策の周知を図るとともに、状況に応じて関係機関との連携を図る。 
 

５ 保護者や地域の方との連携    

 ＰＴＡの各種会議や保護者会等において、いじめの実態や指導方針などの情報を提供し、

意見交換する場を設ける。また、いじめのもつ問題性や家庭教育の大切さなどを具体的に

理解してもらうために、保護者研修会の開催や学校・学年だより等による広報活動を積極
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的に行う。 

 （１）学校開放日や授業参観において、保護者及び地域の方に道徳の授業や特別活動の

等の時間を公開する。 

  （２）学年便りや学級通信を活用し、いじめへの取組について保護者への協力を呼びか

ける。 

※「いじめ防止対策推進法」の第９条についても、保護者に知らせ、協力を得られる

ようにする。 

＊〈いじめ防止対策推進法第９条（保護者の責務等） 

 

 

６ その他の未然防止策    

 いじめ問題に対する学校の取り組みについての評価を継続的に行い、取組内容の検証

を行う。 

 全教職員でいじめの理解について研修会を実施し、いじめの理解に努める。 

 校長を中心とした組織体制を構築し、全教職員が一致協力した体制を確立するため、

年度の始めの職員会議等で学校基本方針を確認する。 

 職員会議、校内研究会等で、教職員の研修を継続的に実施する。 

 行事、会議を精選し、児童生徒と向き合う時間の確保に努める。 

・学校だけでは対応できない事案において警察等の関係機関との「緊急時の連携」に備

えて日々の連携（交通安全教室や防犯教室等）をするように心がける。 

 学校は児童に対して、傍観者とならず、いじめの防止等の対策のための組織への報告

を始めとするいじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させるよう努める。 

 いじめに向かわない態度･能力の育成に向けた指導に当たっては、児童がいじめの問

題を自分のこととして捉え、考え、議論することによりいじめに正面から向き合うこ

とができるよう実践的な取組を行う。その際、人権を守ることの重要性やいじめの法

律上の扱いを学ぶようにする。 

 発達障害を含む障害のある児童、海外から帰国した児童生徒や外国人の児童、国際結

婚の保護者をもつなどの外国につながる児童、性同一性障害や性的指向・性自認に係

る児童、甚大な災害や事故により避難している児童生徒を含め、学校として特に配慮

が必要な児童については、日常的に、当該児童の特性を踏まえた適切な支援を行うと

ともに、保護者との連携、周囲の児童に対する必要な指導を組織的に行う。 

 

第九条（保護者の責務等） 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するもの

であって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、

規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。 

２ 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等を

いじめから保護するものとする。 

３ 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじ

めの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。 
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Ⅲ 早期発見                                                 
 

 いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行

われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職

員は認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階か

ら的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認

知することが必要である。 

このため、日頃から児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童が示す変化や危険信

号を見逃さないようアンテナを高く保つ。あわせて、学校は定期的なアンケート調査や教

育相談の実施等により、児童がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り

組む。 

 

１ いじめの態様    

 いじめの態様について、その行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合

は、いじめられている児童を守り通すという観点から、毅然とした対応をとるようにする。 

 

        【分  類】            【抵触する可能性のある刑罰法規】 
 

ア 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる…脅迫、名誉毀損、侮辱 

イ 仲間はずれ、集団による無視 ※刑罰法規には抵触しないが、毅然とした対応が必要 

ウ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする ……………暴行 

エ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする ………………………暴行・傷害 

オ 金品をたかられる ………………………………………………………………………恐喝 

カ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする ……窃盗、器物破損 

キ いやなことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする  

                             ……強要、強制わいせつ 

ク パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる …………………名誉毀損、侮辱 

 

 

２ 警察との連携    

学校と警察は、児童生徒を加害に向かわせず、被害に遭うことから防ぐ等、児童生徒

の健全な育成の観点から重要なパートナーであることを認識し、日常的に情報共有や相

談を行うことができる連携体制を構築しておくことが重要である。  

いじめが犯罪行為として取り扱うべきであると認めるときは、法第 23 条第６項に基

づいて所轄警察署と連携して対処するものとし、対象児童生徒の生命、身体又は財産に

重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求

めなければならない。 

＊〈いじめ防止対策推進法第 23 条第 6 項〉 
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３ 早期発見のための手立て    

 （１）日々の観察 

   休み時間や昼休み、放課後の雑談等の機会に、子どもたちの様子に目を配る。「子

どもたちがいるところには、教職員がいる」ことをめざし、子どもたちと共に過ごす

機会を積極的に設けることは、いじめ発見に効果がある。 

 （２）観察の視点 

   成長の発達段階からみると、子どもたちは中学年以降からグループを形成し始め、

発達の個人差も大きくなる時期でもあることから、その時期にいじめが発生しやすく

なる。その発達時期をどのように過ごしてきたのかなど担任を中心に情報を収集し学

級内にどのようなグループがあり、そのグループ内の人間関係がどうであるかを把握

する必要がある。また、気になる言動が見られた場合、グループに対して適切な指導

を行い、関係修復にあたる。 

 （３）児童生活アンケート（いじめ実態調査） （アンケートについては p.22-23 を参照） 

   実態に応じて随時行うこととする。定期的には、６月頃、１０月頃、２月頃の各学

期途中に１回行う。実施方法については、原則無記名で行う。また、アンケートはあ

くまで手法の一つであり、教員と児童生徒の信頼関係の上で初めてアンケートを通じ

たいじめの訴えや発見がありうること、アンケートを実施した後に起きたいじめにつ

いては把握できないことなどに留意する。 

 （４）個人ノート・生活ノート・日記など 

   必要に応じて気になる児童には日記や生活ノートを書かせたり、連絡帳でこまめに

保護者と連絡を取り合ったりし、担任と児童・保護者が日頃から連絡を密にすること

で、信頼関係が構築できる。また、気になる内容に関しては、教育相談や家庭訪問等

を実施し、迅速に対応する。 

（５）教育相談（学校カウンセリング） 

   日常の生活の中での教職員の声かけ等、子どもたちが日頃から気軽に相談できる環

境をつくることが重要である。それは、教職員と子どもたちの信頼関係の上で形成さ

れるものである。また、定期的な教育相談週間等を設けて、児童を対象とした教育相

談を実施する等、相談体制を整備することが必要である。「きずなの日」を有効活用

したい。本校では、週 1回のペースでスクールカウンセラーが勤務するため、その機

会を捉え相談を行う。 

 （６）保健室の様子から 

   頭痛、腹痛を頻繁に訴えるようになったり、保健室に行くことが多くなったりする

など、保健室での児童の様子を養護教諭が担任に伝えるようにする。 

「６ 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは

所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、

身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、

適切に、援助を求めなければならない。」 
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 （７）本人からの相談 

   日頃から「よく言ってくれたね。全力で守るからね。」という、教職員の姿勢を伝

えるとともに、実際に訴えがあった場合には全力で守る手立てを考える。保健室や会

議室等、一時的に危険を回避する時間や場所を提供し、担任やカウンセラーを中心に、

本人の心のケアに努めるとともに、具体的に心身の安全を保証する。また、「あなた

を信じているよ。」という姿勢で、疑いをもつことなく傾聴する。留意点として、児

童に対して多忙さやイライラした態度を見せ続けることは避ける。児童の相談に対

し、「大したことではない」「それはいじめではない」などと悩みを過小評価したり、

相談を受けたにもかかわらず真摯に対応しなかったりすることはあってはならない。 

  ※事実関係の客観的な把握にこだわり、状況の聴取だけにならないように注意する。 

 （８）まわりの友達からの相談 

 いじめを訴えたことにより、その児童へのいじめが新たに発生することを防ぐた

め、他の児童たちから目の届かない場所や時間を確保し、訴えを真摯に受け止める。

また、「よく言ってきたね。」とその勇気ある行動を称え、情報の発信元は、絶対に

明かさないことを伝え、安心感を与える。 

 （９）保護者からの相談 

   保護者がいじめに気づいた時に、即座に学校へ連絡できるよう、日頃から保護者と

の信頼関係を築くことが大切である。問題が起こった時だけの連絡や家庭訪問では、

信頼関係は築けない。問題が起こっていない時こそ、保護者との信頼関係を築くチャ

ンスである。日頃から、児童の良いところや気になるところ等、学校の様子について

こまめに連絡しておくことが必要である。なお、児童の苦手なところやできていない

点を一方的に指摘されると、保護者は自分自身のしつけや子育てについて、否定され

たと感じることもある。保護者の気持ちを十分に理解して接することが大切である。 
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Ⅳ いじめ整備の防止等の対策のための組織                     
 いじめ問題への取組にあたっては、学校長のリーダーシップのもとに「いじめを根絶す

る」という強い意志を持ち、学校全体で組織的な取組を行う必要がある。そのためには、

早期発見・早期対応はもちろんのこと、いじめを生まない土壌を形成するための「予防的」

「開発的」な取組を、あらゆる教育活動において展開することが求められる。本校におい

ては、いじめ問題への組織的な取組を推進するため、学校長が任命したいじめ問題に特化

した機動的な「いじめ対策委員会」を設置し、そのチームを中心として、教職員全員で共

通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。また、組織が有効に機能している

かについて、定期的に点検・評価を行い、児童の状況や地域の実態に応じた取組を展開す

る。 

 

１ 学校内の取組・組織    

  毎週金曜日の職員打合せの中で、全職員が問題傾向を有する児童について、現状や指

導についての情報交換及び共通行動についての話し合いを行う。 

  「学校いじめ対策委員会」は、学校長が任命した教頭、教務主任、学年主任、生徒指

導主任、養護教諭、スクールカウンセラーなどをメンバーとして設置する。なお、メン

バーは実態等に応じて柔軟に対応する。いじめ対策委員会は、いじめ対策に特化した役

割を明確にしておく。 

また、いじめへの対応に当たっては、「学校いじめ対策委員会」を起点として教職員

全員の共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行うことが求められる。その

ためには、教職員一人一人がいじめの情報を「学校いじめ対策委員会」に報告・共有す

る義務があることを、改めて認識する必要がある。 

 

 
 

学校いじめ対策委員会組織

校 長

生徒指導主任教務主任

教 頭
山梨市長

市教育委員会

保護者

地域住民

関係機関

特別支援教育コーディネーター 養護教諭

心理・福祉の専門家等

SC・SSW・弁護士・医師・
警察関係者 等

教育相談担当

学年主任 担任

⚫ 情報の収集は日常的に行う
⚫ 終礼時の児童情報交換で状

況の確認
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２ いじめが起こった場合の組織的対応の流れ    

 いじめを認知した場合は、教職員が一人で抱え込まず、学年及び学校全体で対応する。

校長はいじめ対策委員会による緊急対策会議を開催し、今後の指導方針を立て、組織的に

取り組む。 

 

【学校いじめ対策委員会の主な役割】 
 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核としての役

割を担う。  

 いじめの相談・通報の窓口となる。いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る

情報を収集・整理・記録して共有する。  

 いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開催する等、いじめの情報の迅速な共有、関

係のある児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といっ

た対応を組織的に実施する。  

 複数の教職員が個別に認知した情報や、進学や転校・転学の際に学校間で収集した情報を個別の

児童ごとなどに記録し、情報の集約と共有化を図る。  

 学校基本方針が学校の実情に即して適切に機能しているか否かについての点検を行うとともに、

いじめ対策として進められている取組が効果的なものになっているかどうか、PDCAサイクルで

検証を行う。  

 いじめの重大事態の調査を学校主体で行う場合には、調査組織の母体となる。 

 

※ 法第28条第1項に規定する重大事態の調査のための組織について、学校がその調査を行う

場合は、この組織を母体としつつ、当該事案の性質に応じて適切な専門家を加えるなどの方

法によって対応することも考えられる。 
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※いじめの事案の状況に応じて柔軟かつ適切に対応する。 

※いじめの解消に向けて取り組むにあたっては、迅速な対応が⼤切であることから、いじめの情報が入ってか ら学校

の方針決定に至るまでを、いじめの情報を得たその日のうちに対応することを基本とする。 

 

 

 

 

 

適宜連絡

　　報告

報告

　共通
　理解 支援

報告

支援

警察

関係機関

福祉事務所

連絡・相談

校長のリーダーシップによる迅速な初期対応

日常の観察・アンケート・教育相談・児童の訴え等

情報を得た教職員

担任・学年主任等

観察

職
員
会
議

招集・指揮

いじめ対策委員会

報告・共通理解

調査方針・役割分担

調査開始
事案の状況により調査メンバーの決定
（担任・学年主任・生徒指導主任・教頭等）

重
大
事
態

解消に向けた継続指導・経過報告

　　　学校だけでは解
決が困難な場合

事実関係の把握・指導、報告

方針の決定・指導体制の編成

対応班編制・事案の状況によりメンバーの決定
（担任・学年主任・生徒指導主任・主幹・教頭等）

校長

発

見

情

報

収

集

事

実

確

認

方

針

決

定

対

応

経

過

観

察

保護者

山

梨

市

教

育

委

員

会

峡

東

教

育

事

務

所

山

梨

県

教

育

委

員

会

暴力・恐喝

等の犯罪

行為が

あった場

合
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Ⅴ いじめに対する措置                              
１ 基本的な考え方    

 発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。 

また、被害児童を守り通すとともに、教育的配慮の下、毅然とした態度で加害児童を指

導する。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上

等、児童の人格の成長に主眼を置いた指導を行うことが大切である。 

 教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、対応

に当たる。 

 

２ いじめの発見・通報を受けたときの対応    

 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止め

る。児童や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾

聴する。ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関

わりを持つことが必要である。その際、いじめられた児童やいじめを知らせてきた児童の

安全を確保する。 

 発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、「学校いじめ対策委員会」に直ちに情

報を共有する。その後は、当該組織が中心となり、速やかに関係児童から事情を聴き取る

などして、いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、校長が責任を持って学

校の設置者に報告するとともに被害・加害児童の保護者に連絡する。 

 学校や学校の設置者が、いじめる児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもか

かわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合において、いじめが犯罪

行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている児童を徹底して守り

通すという観点から、学校はためらうことなく所轄警察署と相談して対処する。なお、児

童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に

通報し、適切に援助を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

３ いじめられた児童又はその保護者への支援    

 いじめられた児童から、事実関係の聴取を行う。その際、いじめられている児童にも責

任があるという考え方はあってはならず、「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと

伝えるなど、自尊感情を高めるよう留意する。また、児童の個人情報の取扱い等、プライ

【把握すべき情報例】 

 誰が誰をいじめているのか？………【加害者と被害者の確認】       

 いつ、どこでおこったのか？……………【時間と場所の確認】     

 どんな内容のいじめか？どんな被害をうけたのか？…【内容】     

 いじめのきっかけは何か？………………………【背景と要因】     

 いつ頃から、どのくらい続いているのか？……………【期間】      

※ 児童の個人情報の取り扱いには十分に注意する。 
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バシーには十分に留意して以後の対応を行っていく。 

 家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝える。いじめられた児

童や保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を除

去するとともに、事態の状況に応じて、複数の教職員の協力の下、当該児童の見守りを行

うなど、いじめられた児童の安全を確保する。 

 あわせて、いじめられた児童にとって信頼できる人（親しい友人や教職員、家族、地域

の人等）と連携し、いじめられた児童に寄り添い支える体制をつくる。いじめられた児童

が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、必要に応じていじめた児童を

別室において指導することとしたり、状況に応じて出席停止制度を活用したりして、いじ

められた児童が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。状況に応じて、心理や福

祉等の専門家、教員経験者・警察官経験者など外部専門家の協力を得る。 

 いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れ必要な

支援を行うことが大切である。また、事実確認のための聴き取りやアンケート等により判

明した情報を適切に提供する。 

 

４ いじめた児童への指導又はその保護者への助言    

 いじめたとされる児童からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認された

場合、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じて心理や福祉等の専門家、教員・警察

官経験者など外部専門家の協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止す

る措置をとる。 

 また、事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納

得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求め

るとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。 

 いじめた児童への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅

かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた児童が

抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該児童の安心・安全、健全な人格の発達

に配慮する。当該児童の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意して以後の対

応を行っていく。いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の

教育的配慮の下、特別の指導計画による指導のほか、さらに出席停止や警察との連携によ

る措置も含め、毅然とした対応をする。教育上必要があると認めるときは、学校教育法第

11 条の規定に基づき、適切に、児童に対して懲戒を加えることも考えられる。 

 ただし、いじめには様々な要因があることに鑑み、懲戒を加える際には、主観的な感情

に任せて一方的に行うのではなく、教育的配慮に十分に留意し、いじめた児童が自ら行為

の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す目的で行う。 

 

５ いじめが起きた集団への働きかけ    

 いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせる。たとえ、いじめを止

めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。また、はやしたて

るなど同調していた児童に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを

理解させる。なお、学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、
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根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。 

 いじめの解決とは、加害児童による被害児童に対する謝罪のみで終わるものではなく、

被害児童と加害児童を始めとする他の児童との関係の修復を経て、双方の当事者や周りの

者全員を含む集団が、好ましい集団活動を取り戻し、新たな活動に踏み出すことをもって

判断されるべきである。全ての児童が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間

関係を構築できるような集団づくりを進めていく。 

 

６ ネット上のいじめへの対応    

 ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する

措置をとる。名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合、プロバイダは違法な情報発信

停止を求めたり、情報を削除したりできるようになっているので、プロバイダに対して速

やかに削除を求めるなど必要な措置を講じる。こうした措置をとるに当たり、必要に応じ

て法務局又は地方法務局の協力を求める。なお、児童の生命、身体又は財産に重大な被害

が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。 

 早期発見の観点から、学校の設置者等と連携し、学校ネットパトロールを実施すること

により、ネット上のトラブルの早期発見に努める。また、児童が悩みを抱え込まないよう、

法務局・地方法務局におけるネット上の人権侵害情報に関する相談の受付など、関係機関

の取組についても周知する。 

 パスワード付きサイトや SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）、携帯電話のメ

ールを利用したいじめなどについては、より大人の目に触れにくく、発見しにくいため、

学校における情報モラル教育を進めるとともに、保護者においてもこれらについての理解

を求めていくことが必要である。 

 

７ いじめの解消    

 いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消してい

る」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。ただし、これら

の要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するもの

とする。 

ア いじめに係る行為が止んでいること  

 被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われ

るものを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、

少なくとも３か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間

が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者又はいじめの防

止等の対策のための組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。学校の教

職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童の様子を含め状況を注視し、期間

が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定し

て状況を注視する。  

イ 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと  

 いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童がいじめの

行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童本人及びその保護者に

対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。  

 学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童を徹底的に守り通し、その安
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全・安心を確保する責任を有する。いじめの防止等の対策のための組織においては、いじ

めが解消に至るまで被害児童の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割

分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する。  

 上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消し

ている」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、

学校の教職員は、当該いじめの被害児童及び加害児童については、日常的に注意深く観察

する必要がある。 
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Ⅵ 重大事態への対処                               
 いじめの重大事態については、本基本方針及び「山梨県いじめ防止等のための基本的な

方針（令和６年１１月改訂）山梨県教育委員会」「いじめの重大事態の調査に関するガイ

ドライン（令和6年8月改訂版）文部科学省」により適切に対応する。  

 

 

 

 

 

(１)重大事態の発生と調査 
 

 ① 調査を要する重大事態の例 

  ○いじめにより、生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき 

    ・児童生徒が自殺を企図した場合 

    ・身体に重大な傷害を負った場合 

    ・金品等に重大な被害を被った場合 

    ・精神性の疾患を発症した場合 
 

  ○いじめにより、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めたとき 

   ・不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安とするが、児童生徒が一定期間、連続し

て欠席しているような場合も設置者又は学校の判断で重大事態と捉える。 
 

  ○児童生徒や保護者から、いじめにより重大な事態が生じたという申立てがあったとき  

・児童生徒や保護者からの申立ては、学校が把握していない極めて重要な情報である

可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言でき

ないことに留意する。 

 

  ② 重大事態の発生報告     

重大事態が発生した場合は、学校は教育委員会を通じて市長に事態発生について報告

する。 

③ 調査組織の設置    

【調査組織の構成】 

調査組織については、公平性・中立性が確保された組織が客観的な事実認定を行うこ

とができるように構成する。(専門的知識及び経験を有するものであって、当該いじめ事

案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない者(第三者)) 

 【調査組織の種類】 

 重大事態の調査主体は、学校が主体となるか、学校の設置者(山梨市教育委員会)が主

体となるかの判断を山梨市教育委員会が行う。 
A 学校が主体の場合 

・既存の学校のいじめの防止等の対策のための組織(本校では、いじめ対策委員会)

に山梨市教育委員会から必要な指導・支援(人的措置を含む)を受けながら第三者

を加えて調査を行う 

・学校が山梨市教育委員会の指導・支援を受けながら、新たに第三者調査委員会を

立ち上げて調査を行う 

 
B 学校の設置者(教育委員会等)が主体の場合 

・山梨市教育委員会に設置される附属機関(第三者により構成される組織)において

 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン改訂版（本文）」  

https://www.mext.go.jp/content/20240830-mext_jidou01-000037829_3.pdf 
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調査を行う 

・個々のいじめ事案について調査を行うための附属機関(第三者により構成される組

織。いじめに限らず体罰や学校事故等、学校において発生した事案を調査体調と

する附属機関も考えられる。)において調査を行う 

 

  ④ 調査の実施 

   重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ（いつ頃から）、誰から行われ、

どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのよ

うな問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能

な限り網羅的に明確にする。この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な

事実を速やかに調査する。  

   また、学校の設置者・学校自身が、たとえ不都合なことがあったとしても、事実に

しっかりと向き合おうとする姿勢が重要である。学校の設置者又は学校は、附属機関

等に対して積極的に資料を提供するとともに、調査結果を重んじ、主体的に再発防止

に取り組まなければならない。  

 

  ○いじめられた児童生徒からの聴き取りが可能な場合 

    ・いじめられた児童生徒から十分に聴き取るとともに、在籍児童生徒や教職員に対

する質問紙調査や聴き取り調査を行う。この際、個別事案が広く明らかになり、

被害児童生徒や情報提供者に被害が及ばないように留意する。  

   ・調査による事実関係の確認とともに、いじめた児童生徒への指導を行い、いじめ

行為を抑止する。  

   ・いじめられた児童生徒に対しては、事情や心情を聴取し、いじめられた児童生徒

の状況にあわせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支

援等をする。 

    

  ○いじめられた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合 

（いじめられた児童生徒が入院や死亡の場合） 

   ・当該児童生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者と今後の

調査について協議し、調査に着手する。 

   ・調査方法は、原則として、在籍児童生徒や教職員に対して質問紙調査や聴き取り

調査などを行う。  

 

  ○いじめられた児童生徒が自殺した場合の対応  

    その後の自殺防止に資する観点から、自殺の背景調査を実施する。その調査にお  

   いては、亡くなった児童生徒の尊厳を保持しつつ、その死に至った経過を検証し、

再発防止策を構ずることを目指し、遺族の気持ちに十分配慮しながら行う。いじめ

がその要因として疑われる場合の背景調査については、その在り方について以下の

事項に留意の上、「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針（改訂版）」（平成

２６年７月 文部科学省･児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議）を参考

とする。  

  ・遺族が、当該児童生徒を最も身近に知り、また、背景調査について切実な心情を持

つことを認識し、その要望・意見を十分に聴取するとともに、できる限りの配慮と

説明を行う。 

  ・在校生及びその保護者に対しても、できる限りの配慮と説明を行う。 

  ・遺族に対して主体的に、在校生へのアンケート調査や一斉聴き取り調査を含む詳し
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い調査の実施を提案する。その際、調査の目的・目標、調査を行う組織の構成等、

調査の概ねの期間や方法、入手した資料の取り扱い、遺族に対する説明の在り方や

調査結果の公表に関する方針などについて、できる限り、遺族と合意しておく。 

  ・背景調査においては、自殺が起きた後の時間の経過等に伴う制約の下で、できる限

り、偏りのない資料や情報を多く収集し、それらの信頼性の吟味を含めて、専門的

知識及び経験を有する者の援助を求め、客観的かつ、総合的に分析評価を行うよう

努める。 

   ・情報発信・報道対応については、プライバシーへの配慮のうえ、正確で一貫した情

報提供を行う。なお、亡くなった児童の尊厳の保持や、子どもの自殺は連鎖の可能

性があることなどを踏まえ、報道の在り方に特別の注意が必要であり、ＷＨＯによ

る自殺報道への提言を参考にする。  

 

 ⑤ その他留意事項  

  重大事態が発生した場合に、関係のあった児童が深く傷つき、学校全体の児童や保護

者や地域にも不安や動揺が広がったり、時には事実に基づかない風評等が流れたりする

場合もある。学校の設置者及び学校は、児童、保護者及び教職員への心のケアと落ち着

いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに、予断のない一貫した情報発信、

個人のプライバシーへの配慮に留意する。  

  

(２) 調査結果の提供及び報告 

  〇調査結果を適切に提供する責任 

  学校の設置者又は学校は、いじめを受けた児童やその保護者に対して、事実関係等そ

の他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事

実関係について、いじめを受けた児童やその保護者に対して適時・適切な方法で説明す

る。これらの情報の提供に当たっては、学校の設置者又は学校は、他の児童生徒のプラ

イバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する 

 

生命または身体の安全がおびやかされるような重大事態が発生した場合 

⚫ 速やかに市教委、教育事務所、警察等の関係機関へ報告する。管理職が中心となり、学校全体で組織的に

対応し、迅速に事案の解決にあたる。 

⚫ 保護者に説明する必要の是非を判断し、必要があれば、当事者の同意を得た上で、説明文書の配布や緊急

保護者会の開催を実施する。 
⚫ 事案によっては、マスコミ対応も考えられる。対応窓口を管理職にし、誠実な対応に努める。 
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Ⅶ その他の留意事項                                
 

１ 組織的な指導体制 

 いじめへの対応は、校長を中心に全教職員が一致協力体制を確立することが重要である。 

 一部の教職員や特定の教職員が抱え込むのではなく、学校における「いじめの防止等の

対策のための組織」で情報を共有し、組織的に対応することが必要であり、いじめがあっ

た場合の組織的な対処を可能とするよう、平素からこれらの対応の在り方について、全て

の教職員で共通理解を図る。 

 いじめの問題等に関する指導記録を保存し、児童の進学・進級や転学に当たって、適切

に引き継いだり情報提供したりできる体制をとる。 

 また、必要に応じて、心理や福祉の専門家、弁護士、医師、教員・警察官経験者など外

部専門家等が参加しながら対応することにより、より実効的ないじめの問題の解決に資す

ることが期待される。 

 加えて、学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成や実施に当たって

は、保護者や児童の代表、地域住民などの参加を図ることが考えられる。 

 

２ 校内研修の充実 

 全ての教職員の共通認識を図るため、少なくとも年に一回以上、いじめを始めとする生

徒指導上の諸問題等に関する校内研修を行う。教職員の異動等によって、教職員間の共通

認識が形骸化してしまわないためにも、年間計画に位置づけた校内研修の実施が望まれる。 

 

３ 校務の効率化 

 教職員が児童と向き合い、いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるように

するため、学校の管理職は、一部の教職員に過重な負担がかからないように校務分掌を適

正化し、組織的体制を整えるなど、校務の効率化を図る。 

 

４ 学校評価と教職員の人事評価 

 学校評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、学校評価の目的を踏まえて

行うことが求められる。この際、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、問

題を隠さず、いじめの実態把握や対応が促されるよう、児童や地域の状況を十分踏まえた

目標の設定や、目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価し、学校は評価結果を踏

まえてその改善に取り組む。 

 教職員の人事評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、いじめの問題に関

する目標設定や目標への対応状況を評価する。この際、いじめの有無やその多寡のみを評

価するのではなく、日頃からの児童理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の、

問題を隠さず、迅速かつ適切な対応、組織的な取組等が評価されるよう、留意する。 

 

５ 地域や家庭との連携について 



23 

 

 本校のいじめ防止基本方針等について地域や保護者の理解を得ることで、地域や家庭に

対して、いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校だよりなどを通

じて家庭との緊密な連携協力を図る。例えば、学校、PTA、地域の関係団体等がいじめの

問題について協議する機会を設けたり、学校評議員会を活用したりするなど、地域と連携

した対策を推進する。 

 より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるようにするため、学校

と家庭、地域が組織的に連携・協働する体制を構築する。 

 

6  １年間を見通した「いじめ防止年間指導計画」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


